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の将来構想

●災害に強く、高齢者から若い世代まで安心して快適に暮らすこと
ができるまちづくりをすすめます。
●扇川、大高川や神沢池などの整備、雨水貯留施設や排水管の整
備とポンプ所の改築などにより、雨水対策の充実をすすめるととも
に、天白川の整備を促進するなど、雨に強いまちづくりをすすめます。
●大高地区では土地区画整理事業等などにより、防災面や居住環
境面での課題解消をはかるとともに、鳴海団地、鳴子団地などの
建替を促進します。

●東部方面に身近な行政事務などを実施する行政拠点施設等を設
置します。

●河川・ため池と公園・緑地などをつなぐ、水と緑のネットワークの形
成をはかり、日常生活の中で水や緑とふれあうことができる空間づ
くりをすすめます。

●扇川などの河川やため池等については、自然環境の豊かさが感じ
られるような整備をすすめるとともに、勅使ヶ池緑地をはじめ緑豊
かな公園・緑地の整備などにつとめます。

●桶狭間地区などにおいては、生活環境の改善をはかるため下水道
の整備をすすめます。

●鳴海工場（焼却工場）については、これまで以上に周辺環境に配慮
した工場となるよう改築をすすめます。

●鳴海地区や有松地区において、市街地再開発事業により商業機
能の集積などをすすめるほか、商業地の活性化を支援するなど、に
ぎわいの創出をはかります。

●旧東海道およびその周辺地域における町並みの保存・整備をすす
めるとともに、有松地区においては、土地区画整理事業により良好
な居住環境の形成をはかります。

●文化小劇場を整備し、文化・芸術活動を通じた交流を促進するこ
となどにより、歴史・文化と調和のとれたにぎわいのあるまちづくり
をすすめます。

●名鉄名古屋本線の天白川～左京山間の連続立体交差事業をす
すめ、左京山以東の連続立体交差化の調査・検討を行います。

●沿道環境にも配慮しつつ名古屋環状２号線、第二東名高速道路
の整備を促進します。

●大高南地区では、組合施行の特定土地区画整理事業による市街
地の形成をJR東海道本線への新駅設置などとあわせてすすめ、交
通利便性を生かした土地利用を促進するなど、新たな交通結節点
の形成をすすめます。

『快適な交通環境が確保される　　　』ま�ち�

『安心して快適に暮らせる　　　』ま�ち�

『水や緑に囲まれ、環境に配慮した　　　』ま�ち�

地下鉄６号線の整備（野並～徳重）�

緑区東部方面行政�
拠点施設等の設置�

文化小劇場の新設�

鳴海工場の改築�

みどりが丘公園�
（公園・墓地）の整備�

勅使ヶ池緑地の整備�

新海池公園の整備�

大高地区総合整備�
土地区画整理事業　など�

組合施行の特定土地区画整理事業（大高南地区）�

都市高速道路（高速２号線）の整備�

第二東名高速道路の整備促進�

名古屋環状２号線の整備促進�

神沢池の整備�

扇川の整備�

天白川の整備促進�

国道１号の整備促進�

連続立体交差事業（名鉄名古屋本線）�

配水場の建設�

町並み保存地区�

花・水・緑の公園通り�

星園橋の改築�

ＪＲ新駅の設置（大高南地区）�

大高川の整備�
大高緑地の�
整備促進�

手越川の整備�

有松地区総合整備�
市街地再開発事業（有松駅前地区）�
土地区画整理事業　など�

鳴海地区総合整備�
市街地再開発事業（鳴海駅前地区）　など�

『歴史・文化と調和のとれたにぎわいのある 』ま�ち�
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の将来構想

●地域で住民が互いに支えあう、やさしさと思いやりのあるまちをめ
ざします。

●福祉会館の周辺を対象に、道路の段差解消などを行うセイフティ
ライブロード事業を実施するなど、誰もが安全で快適に歩くことが
できる道路の整備をすすめます。

●公園・緑地や河川などの豊かな自然環境を生かしながら、誰もが
気楽に自然と親しむことができるいこいの場づくりをすすめます。
●猪高緑地はエコパークとして整備をすすめ、明徳公園では自然と
親しみながらレクリエーションを楽しむことができる公園づくりをす
すめるとともに、牧野ヶ池緑地の整備を促進します。

●東山公園などにおいては、名古屋の緑のシンボルとなる「なごや東
山の森づくり」をすすめます。
●広小路線を「東山グリーンモール」として整備するなど、道路緑化
の充実をはかります。

●香流川、植田川については治水上の安全性を確保して水辺の緑
などに配慮した多自然型の河川整備を行うとともに、安心して川の
水に親しみ水辺で学ぶことができる川づくりをめざします。

●活気と魅力にあふれ、人々の交流を深める商業地づくりを支援し
ます。

●東部丘陵線の整備により、交通結節点としての機能が高まる藤が
丘地区について、人々のにぎわいと活気に満ちたまちづくりをすす
めます。

●沿道環境に配慮しつつ、都市高速道路高速1号線の整備をすす
めるとともに名古屋環状２号線の整備を促進し、さらに、公共交通
ネットワークの充実をはかりることにより、活発な交流を促進します。

●藤が丘駅など放置自転車が多い地下鉄駅周辺において、自転車
駐車場の整備や自転車の放置禁止区域の拡大など、駅周辺にお
ける安全な歩行者空間の確保につとめます。

●自動車の通過交通が多く道路の危険性が増している住居系等の
地域を対象に、コミュニティ・ゾーン形成事業を実施し、安全で快
適な歩行者空間の確保につとめます。

『やさしさと思いやりのある　　　』ま�ち�

『緑と水の豊かな　　　』ま�ち�

『にぎわいと活気に満ち交流の盛んな 』ま�ち�

『安全で快適に歩くことができる　　　』ま�ち�

明徳公園の整備�

なごや東山の森づくり�

母子生活支援施設�
 「にじが丘荘」の改築�

都市高速道路（高速１号線）の整備�

名古屋環状２号線の整備促進�

香流川の整備�

なごや東山の森づくり�

東部丘陵線の整備促進�

東山グリーンモールの整備�

牧野ヶ池緑地の�
整備促進�

猪高緑地の整備�
エコパーク�
オアシスの森�



天
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の将来構想

●水と緑に親しみながら、楽しい時を過ごせるまちをめざします。
●天白公園、相生山緑地、荒池緑地をそれぞれの魅力を生かした豊
かな自然を満喫できる場所として整備するとともに、これらの公園・
緑地を花と緑でネットワーク化する相生・荒池緑道の整備を推進
します。

●東山公園においては、「なごや東山の森づくり」をすすめます。
●雨水貯留施設などの整備や藤川、郷下川の河川改修などによる
雨水対策の充実や天白川の整備を促進し、雨に強いまちづくりを
すすめるとともに、人々のいこいの空間の創出につとめます。

●土に親しみ、ゆとりとうるおいを実感できるまちをめざします。
●荒池緑地では、農業センターを核として、気軽に農業とふれあい、
家族で一日ゆったりと過ごすことのできる場をめざす「荒池なごや
かファーム構想」をすすめます。
●区内に残る貴重な農地をより一層活用して子どもの農業体験の展
開につとめるほか、市民農園の拡充をすすめ、地域ぐるみで「農」
と「住」が調和した農園のあるまちを創出します。

●このまちに暮らすことで、人と人とのふれあいを通じて、心にぬくも
りを感じられるまちをめざします。

●住居系地区等を対象にコミュニティ・ゾーン形成事業や、公共施
設や歩道等のバリアフリー化など、誰もが安心して地域活動に参
加できるような環境づくりにつとめます。
●由緒ある伝統の地をめぐりやすくするような散策路の案内表示板
等の整備をすすめます。

●魅力的な商業地の創出や道路網の整備を通じて、多くの人々が
行き交い、にぎやかな交流が生まれるまちをめざします。
●弥富相生山線や小田赤池線については、相生山緑地や荒池緑地
の豊かな自然環境などに配慮して整備をすすめます。

●名古屋環状２号線については、沿道環境に配慮した整備を促進し
ます。

●平針地区などでは、商店街と地域住民との連携によるイベントの
開催など、魅力ある商業地づくりに向けた取り組みを支援します。

『水と緑に親しめる　　　』

『土に親しみうるおいのある　　　』ま�ち�

『人にやさしいぬくもりのある　　　』ま�ち�ま�ち�

『にぎわいと交流を創出する　　　』ま�ち�

名古屋環状２号線の整備促進�
�

天白川の整備促進�

都市景観整備地区�

地下鉄４号線の整備�
（砂田橋～名古屋大学～新瑞橋）�

天白公園の整備�

都市高速道路（高速１号線）の整備�

自然環境等に配慮した道路�
（小田赤池線）の整備�

自然環境等に配慮した道路(弥富相生山線)の整備�

八事斎場の改築�

なごや東山の森づくり�

相生山緑地の整備�

野並橋の改築�

牧野ヶ池緑地の整備促進�

平子橋の改築�

地下鉄６号線の整備（野並～徳重）�

荒池なごやかファーム構想�
�荒池緑地、農業センターの整備�

生活保護施設「植田寮」の改築�
知的障害児施設「あけぼの学園」の改築�
知的障害者更生施設「希望荘」の改築�



まちづくりの発意と組織づくり1.

皆さんがまちの現状や将来の方向など、日頃から感

じていることを投げ掛け、話し合うことから、まちづく

りがはじまります。こうした皆さんの発意や熱意のもと、

まちの将来を考え、具体的にまちづくりを展開していく

場となる「組織づくり」が必要になります。行政は、まち

づくりのための組織づくりなどまちづくりを考えはじめ

る段階から皆さんの活動を支援します。

これまでの都市計画は、用途地域を定めたり、道

路・公園・下水道など都市の骨格となる施設を定める

ものが中心でしたが、近年、地区を単位とするまちづ

くりへの関心が高まってきており、市民の皆さんが実

際に生活している地区の単位できめこまかな計画を定

める「地区計画」の制度や自主的に建築のルールを定

める「建築協定」の制度などにより、魅力あるまちづく

りがすすめられています。

本市では、平成13年9月現在で、30地区の地区計画

等が決定されているとともに、建築協定・緑地協定・都

市景観協定などが40あまりの地区で締結されております。

これらの制度は、皆さんの参加・合意により地区の実

状に合ったルールを決めることに特長があり、その地区

内で行われる建物の建築をこれらのルールによって誘

導したり、皆さんの協力により生活道路を確保するなど

より住みやすく、うるおいのあるまちをつくりあげていく

ことができます。今後もこれらの制度を活用し、よりよ

いまちづくりをすすめていくことが望まれます。

ここでは、地区計画や市街地整備などへ展開してい

くための市民の皆さんが主体となった地区ごとのまち

づくりの取り組みについて、これからの方向性を示し

ています。

まちづくりの構想案づくり2.

まちづくりの組織を中心に、皆さんの創意と工夫の

もと、専門家のアドバイスも受けながら、まちの将来

像、まちづくりの方針や具体的なまちづくりのルールな

どについて検討をすすめ、地区の皆さんの全員に共通

する意見を集約し、その成果を「地区のまちづくりの構

想案」としてまとめます。

行政は、専門家の派遣、調査・検討を行う活動費の

助成など発展段階やまちづくりの方向などに応じた活

動の支援を行います。

まちづくりの合意形成3.

皆さんが策定した「まちづくりの構想案」によるまち

づくりを実現化していくために、どのような制度を活用

するのか、誰が・いつ・どのように整備するのかなどに

ついて、行政との協議・連携をはかります。また、それ

ぞれの地区においては、まちづくり構想の内容等を固

め、地区に関わる多様な関係者の意向を把握するとと

もに、地区の総意となるよう合意形成をはかっていく

ことが必要となります。

行政は、地区の特性やまちづくりの方針に応じた情報

の提供や専門家の派遣などにより活動支援を行います。

事業化への展開4.

まちづくりの構想のうち、都市計画に関わるものに

ついては、地区計画や建築協定などの制度の適用、住

環境整備、道路や公園整備と一体となった市街地整備

などの事業化など、具体的な事業へと展開します。行

政は、こうした展開に対して、皆さんの協力のもと、そ

の特性に応じた様々な支援を行うとともに、都市計画

制度の適用による地区の位置づけの明確化、市街地整

備の事業化支援、関連する公共施設整備等の計画・事

業化などを行います。

都市計画マスタープランへの反映5.

市民の皆さんが主体となる地区ごとのまちづくりの

取り組みのうち、一定の手続きを経た都市計画に関わ

る事業などについては、都市計画マスタープランの改

訂時などに、地域の意向や動向を反映したものとして

いきます。



全体構想�

地域別構想�

地区ごとのまちづくりの�
取り組み�

●都市計画マスタープランを基とした�
　市民の皆さんの主体的参加による、�
　まちの将来像の共有化やルール�
　づくりなど、地区ごとのまちづくりへ�
　の取り組み�

まちづくりの発意と�
組織づくり�

都市計画�
マスタープラン�

まちづくりの�
ルールへの展開�

市街地整備など�
事業への展開�

○市民の発意と熱意�
○活動の場（組織）づくり�

○現状・問題点の把握�
○まちの将来像、まちづくりの�
方針、まちづくりルールの�
検討　など�

○地区計画、建築協定�
など都市計画制度等�
を活用したまちづくり�
ルールの策定�

○住環境改善や、道路・�
公園などの整備と�
一体になった市街地�
整備などの事業化�

○まちの将来像やまちづくり�
方針、まちづくりルール�
などの具体化と周知�
○行政との協議・連携に�
よる地区全体での�
合意形成�

発展段階に応じた�
行政の活動支援等�

●まちづくりに対する相談対応�
●まちづくり組織の設置支援�
●アドバイザーやコンサルタン
　トなど専門家の派遣�
●調査や検討、事例研究など　
　各段階で必要となる活動費
　の助成�
●まちづくりの構想に係る協議・
　地区認定�
●地区計画や市街地整備など
　事業化支援�
●関連する公共施設整備等の
　計画・事業化　　など�

まちづくりの�
合意形成�

まちづくりの�
構想案づくり�

◎区　域　区　分：市街化区域、市街化調整区域

◎地　域　地　区：用途地域、特別用途地区（中高層階住居専用地区、文教地区など）、高度地区、高度利用

地区、特定街区、防火地域、準防火地域、風致地区、駐車場整備地区、臨港地区　など

◎促　進　区　域：土地区画整理促進区域　など

◎都　市　施　設：道路、都市高速鉄道、駐車場など交通施設、公園・緑地などの公共空地、下水道、

ごみ焼却場などの供給・処理施設、市場、流通業務団地　など

◎市街地開発事業：土地区画整理事業、市街地再開発事業　など

◎地 区 計 画 等：地区計画、住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画　など

（参考）都市計画決定を行う主なもの

地区ごとのまちづくりの取り組みイメージ


